
  
  

 
 

国
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
行
政
監
視
院
の
設
置 

 
 

国
会
に
よ
る
行
政
の
監
視
及
び
立
法
に
関
す
る
機
能
の
充
実
強
化
に
資
す
る
た
め
、
別
に
定
め
る
法
律
に
よ
り
、
国
会
に

行
政
監
視
院
を
置
く
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
三
十
条
の
二
関
係
） 

二 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 


